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⚾たࡕはㄡもがᖾせによりよく生ࡁたいと㢪っており、それは人㛫が人㛫として生

。る権利ですࡁ

ᡃがᅜにおいては、平成㸴年㸲月にࠕ児童の権利に関する条約ͤ１ࠖがᢈされ、同

年㸳月に発ຠしました。この条約は児童生徒の人権のᑛ㔜と保護のために制定された

ものであり、な内容は、ᇶᮏ的にはᡃがᅜの᠇法や法律において保障されているも

のです。また、令和元年度には、ࠕ児童虐待の防止等に関する法律ͤ㸰ࠖの一部が改正

されࠕ児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉等の一部を改正する法律のබᕸ

についてͤ３ࠖにより、学校及び教⫋ဨに対して、児童虐待防止等のために適切なᙺ

をᯝたすよう、早期発見の努力⩏ົ、関係ᶵ関の㏻࿌⩏ົ、関係ᶵ関との㐃ᦠ強化、

児童虐待に係る㏻࿌を行った児童生徒について㏻࿌ᚋのᕷ⏫ᮧཪは児童相談所に対し

ての定期的な情ሗᥦ供及び⥭ᛴの㏻࿌⩏ົ、児童生徒の㐍学・㌿学に当たっての学

校等の㛫の情ሗඹ有、児童虐待に係る研ಟの実の努力⩏ົ等がㄢせられています。

また、令和㸲年㸴月には、次௦の♫会をᢸう全ての子供が、生ᾭにわたる人᱁ᙧ成の

ᇶ♏を⠏ࡁ、自立した個人としてࡦとしく健やかに成長することがでࡁ、子供の心身

の状況、置かれている環境等にかかわらࡎ、その権利の擁護が図られ、ᑗ᮶にわたっ

てᖾ福な生活を㏦ることがでࡁる♫会の実⌧を目指して、ࠕこどもᨻ策を⥲ྜ的に᥎

㐍することࠖを目的としたࠕこどもᇶᮏ法ͤ㸲ࠖがබᕸされました。児童生徒と᪥ᖖ的

に関わりをもつ教師こそ、児童生徒の人権について考えるとともに、人権に対するព

㆑を㧗め、㗦ᩄなឤ覚をもつことが大切です。他にも⚾たࡕの࿘りには、個ู的ㄢ㢟

に係る人権ၥ㢟が存在しており、実した人権教育の᥎㐍がồめられています。

また、学校における人権教育の目ᶆには、ࠗࠕ自分の大切さとともに他の人の大切

さをㄆめること࠘を༢に⌮ゎするに止まることなく、それが、ែ度や行動に⌧れるよ

うになることがồめられる。ͤ㸳ࠖとᥖࡆられています。学校においては、このことを

踏まえて、人権教育を᥎㐍していくことが大切です。

＜参考資料＞
児童の権利に関する条約ࠖࠕ１ͤ 文部事ົ次ᐁ㏻▱� � 平成㸴年㸳月

�� �KWWSV���ZZZ�PH[W�JR�MS�DBPHQX�NRNXVDL�MLGRX�PDLQ�BD��KW P
ͤ㸰ࠕ児童虐待の防止等に関する法律ࠖ（巻ᮎ資料㸲 参↷）ཌ生ປാ省� � 平成 �� 年 �� 月

� ��K W W S V � � � Z Z Z � P K O Z � J R � M S � E X Q \ D � N R G R P R � G Y � � � � � � K W P O
児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉等の一部を改正する法律のබᕸについてࠖࠕ３ͤ

文部科学省⥲ྜ教育ᨻ策ᒁ長㏻▱� � 令和元年㸵月

KWWSV���ZZZ�PH[W�JR�MS�FRQWHQW���������BP[WBV\RWR�� ����������B���SGI
ͤ㸲ࠕこどもᇶᮏ法ࠖ� � 令和㸲年㸴月බᕸ

KWWSV���ZZZ�VKXJLLQ�JR�MS�LQWHUQHW�LWGEBKRXVHL�QVI�KWPO�KRXVHL����������������KWP
ͤ㸳ࠕ人権教育の指導方法等の在り方について㹙第三次とりまとめ㹛ࠖよりᘬ⏝

文部科学省人権教育の指導方法等に関する調査研究会議� � 平成 �� 年３月

KWWSV���ZZZ�PH[W�JR�MS�EBPHQX�VKLQJL�FKRXVD�VKRWRX�����UHSRUW����������KWP

｢人㢮ᬑ㐢のཎ⌮である自⏤・平等のཎ則と᪥ᮏᅜ᠇法及び教育ᇶᮏ法の精神にの

っとり、♫会の中に᰿強くṧっている不ྜ⌮なᕪูをなくし、ᇶᮏ的人権をᑛ㔜する

精神のᾰ養と実㊶力の㧗ᥭを図る｣ために、次のように努めることがᮃまれます。
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 ࡍ᥎㐍ࢆ⫱ேᶒᩍ࡚ࡋ㏻ࢆᩍ⫱άືయࠊ࠼ࡲ㋃ࢆẁ㝵ࡢⓎ㐩ᐇែࡢඣ❺⏕ᚐ ۑ

 ࠋࡿ 

 ࠋࡿࡵດᐇࡢᣦᑟࡢ⫱ேᶒᩍࠊ࡚ࡋ☜᫂ࢆᣦᑟ㡯ࠊᣦᑟෆᐜࡢ➼⛉ᩍྛ ۑ

 ࠋࡿࡍ᥎㐍ࢆ⫱ேᶒᩍ࡚ࡗ࡞య୍ࠊࡵ῝ࢆ㐃ᦠࡢᆅᇦ♫ࡸᐙᗞ ۑ

 ດ࠺ࡼࡿࡵ㧗ࢆᣦᑟຊࠊࡵ῝ࢆㄆ㆑ࡢᩍ⫋ဨ࡚ࡋ㏻ࢆಟ◊ࡢ࡚࠸ࡘ⫱ேᶒᩍ ۑ

 ࠋࡿࡵ
�㺀ேᶒᩍ⫱ᣦᑟࡵࡓࡢ�➨ �� 㞟�㺁 ᐩᒣ┴ᩍ⫱ጤဨ ௧㸴ᖺ㸱᭶� 

㸰 Ꮫᰯࡿࡅ࠾ேᶒ教育

(1) ேᶒ教育の┠ᶆ

Ꮫᰯᩍ⫱ࠊࡣேᶒᑛ㔜ࡢ⢭⚄࡛ୖࡿ࡚⫱ࢆᴟ࡚ࡵ࡞ࡁᙺࢆᯝࠋࡍ࡛ࡢࡶࡍࡓ≉

┦ࡎࡢ࠾ඣ❺⏕ᚐࠊࡣጼໃࡢᩍᖌࡃ࠸࡚ࡋษࢆேᶒࡢඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࠊ

ᡭࢆᑛ㔜࠺࠸࠺ࡼࡋព㆑ࠋࡍࡲ࡚⫱ࢆ 

ேᶒᩍ⫱ࡢ┠ᶆ୍ࠊࡣே୍ேࡀே㛫࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࡚ࡋᏑᅾ࡛ࢆࡇࡿ࠶⮬ぬࠊࡋ

࠺ࡇ࠸࡚࠸⠏ࢆே㛫㛵ಀ࠸ࡋࡲዲࠊ࠸ྜࡋᑛ㔜࠸ࠊࡋࡃ࡞ࢆ೫ぢ࣭ᕪูࡸࡵࡌ࠸

㝿࠺⾜ࢆᣦᑟࡓࡋ┙ᇶࢆ⚄⢭ࡢேᶒᑛ㔜ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡇࡿ࡚⫱ࢆែᗘᚰࡿࡍ

≉ࡧ㛫ཬࡢ�✲᥈�Ꮫ⩦࡞ⓗྜ⥲ࠊእᅜㄒάືࠊᩍ⛉ 㐨ᚨ㺁ࡢู≉㺀ࠊ⛉ᩍྛࠊࡣ

ูάືࠊࡸᩍ⛉እάື➼ࡢࢀࡒࢀࡑࡢ≉㉁ࢆ㋃ࠊࡘࡘ࠼ࡲᩍ⫱άືయࢆ㏻࡚ࡌ᥎㐍

 ࠋࡍษ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ

(2) ேᶒᑛ㔜教育άື

ேᶒᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡿࡍ㝿ࠊࡣேᶒᩍ⫱ࡢ┠ᶆྛᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆࡢ࠸ࡽࡡࡸ㛵㐃ࢆ

᫂☜ࠊ࡛ୖࡓࡋேᶒ㛵ࡿࡍព㆑࣭ែᗘࠊᐇ㊶ຊࢆ㣴࠺ேᶒᩍ⫱ࡢάືࡒࢀࡑࠊ

ࡿࢀࡽࡆୖࢆຠᯝ᭷ᶵⓗ࣭┦ⓗࠊࡀᣦᑟࡢ➼⛉ᩍྛࡃᇶ࡙࠸ࡽࡡᶆ࣭┠ࡢࢀ

 ࠋࡍ㔜せ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠺ࡼ

ᣦࡓࡌᛂಶࠊࡶࡿࡍព␃ㅖⅬࡓࡋ♧௨ୗࠊࡣ㝿ࡿࡍᵓࢆᤵᴗࠊࡓࡲ

ᑟࢆᐇࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉேᶒព㆑ࡸᐇ㊶ຊ➼ࢆ㌟ࡃ࠸࡚ࡅᚲせࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ

⏝㺀ᆅᇦの教育ຊ㺁のά 

ྛᩍ⛉➼ࡢ≉㉁ᛂࠊ࡚ࡌᆅᇦࡸࡇ࣭ࡢࡶ࣭ࡦࡢタ➼ࠊᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࢆィ

⏬ⓗ࣭ຠᯝⓗά⏝ࠊ࡚ࡋᩍ⫱άືయࢆ㏻࡚ࡋேᶒᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ 

άື㺁の㔜ど࡞㺀య㦂ⓗ 

ࡁ࠸࡚ࡋᡂ⫱ࢆேᶒឤぬ࡚ࡋ⏝άᴟⓗ✚ࢆάື࡞య㦂ⓗࡢ➼ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝࣇ

 ࠋࡍࡲ

ウ 㛵ಀㅖᶵ㛵の㐃ᦠ࣭༠ຊ

Ꮫࡸ◊✲ᶵ㛵ࠊᕷẸᅋయ➼ࠊேᶒᩍ⫱㛵ಀࡿࡍㅖᶵ㛵ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ከᵝ࡞Ꮫ

⩦άືࠊࡣࡇ࠺⾜ࢆேᶒឤぬࡢ⫱ᡂ࡞ࡁຠᯝࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀඣ❺⏕ᚐࡀ

㞀ᐖ⪅タࡸ㧗㱋⪅タ➼ࢆ┤᥋ゼၥ࡚ࡋᵝ࡞ࠎேὶࢸࣥࣛ࣎ࠊࡾࡓࡋά

ࡵࡌࡣࢆ⪅㞀ᐖࡸ⪅㧗㱋ࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆᏛ⩦άືࡿࡍࡾࡓࡋయ㦂ࢆື

ᵝ࡞ࠎேࠎゐࡽࡀ࡞࠸ྜࢀேᶒᑐࡿࡍ⌮ゎ୍ࡾࡼࢆᒙ῝࡞㇏ࠊࡵேᶒឤぬࢆ

 ࠋࡍࡲࡁ࠸࡛ࢇ⫱
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Ꮫ⩦ᙧែ、教育᪉ἲୖのᕤኵ ࢚

ேᶒᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉ἲࡢᇶᮏཎ⌮ࠊ࡚ࡋඣ❺⏕ᚐࡢ㺀༠ຊ㺁㺀ཧຍ㺁㺀య㦂㺁ࢆ୰᰾

ࠋࡍࡲࡋᕤኵ࠺ࡼࡿ࠼⾜ࢆᏛ⩦㺁࡞Ꮫ⩦㺁㺀య㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦㺁㺀ཧຍⓗ࡞㺀༠ຊⓗࠊࡁ⨨

ඣ❺⏕ᚐࡢᐇែࢆ㋃ࠊ࠼ࡲேᶒᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜᛂࠊ࡚ࡌィ⏬ⓗᩧ୍Ꮫ⩦࣭ࢢ

ࢸࢺࢫࢤᤵᴗᢸᙜᩍဨࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠼⪄ࢆᏛ⩦ᙧែࡢ➼⩦Ꮫ⩦࣭ಶูᏛࣉ࣮ࣝ

ࢆ㹇㹁㹒ᶵჾࠊࡾࡓࢀධࡾྲྀࢆࢢࣥࢳ࣮ࢸ࣭࣒࣮ࢸࡢ�➼ᆅᇦேᮦ�࣮ࣕࢳ࣮

ά⏝ࠊ࡞ࡿࡍࡾࡓࡋᣦᑟᙧែ࣭᪉ἲࢆᕤኵࠋࡍࡲࡋ 

の㛵㐃ホームࣝームάື、㐍㊰ᣦᑟࡸᏛ⣭άື ࢜

ே㛫ࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ᪉࡚࠸ࡘᏛࡪᏛ⣭άື࣒࣮࣒࣮ࣝ࣍ࡸάືࠊ㐍㊰ᣦᑟࡢᶵ

㛵ேᶒࠊ≉ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ᥎㐍ࢆ⫱ேᶒᩍࡽ㛗ᮇⓗ࣭ᗈᇦⓗど㔝࡚ࡋ㏻ࢆ➼

ࠊࡣࡇ࠺ฟᑓ㛛ᐙࡿ࠼ᨭࢆ♫ࡢேᶒᑛ㔜ࡾᏲࢆேᶒࠊ୰࡛ࡢᏛ⩦άືࡿࡍ

ඣ❺⏕ᚐ࡚ࡗேᶒឤぬࢆᇵ࠺ዎᶵࠋࡍࡲࡾ࡞ேᶒᑛ㔜ࡢጼໃ࡛ㄔᐇ⫋㈐ࢆ

ᯝࡍࡓேࡢࠎヰࢆ┤᥋ࠊࡣࡇࡃ⫈ᑗ᮶タィࣜࣕ࢟ࡸᙧᡂࠊࡶ࡛ୖࡿ࠼⪄ࢆᩍ

⫱ⓗຠᯝࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ 

(3) ᣦᑟୖの␃ព㡯

教育の୰❧ᛶの☜ಖ 

Ꮫᰯࡿࡅ࠾ேᶒᩍ⫱ࠊࡣ࡚࠸ࡘᩍ⫱ࡢ୰❧ᛶࢆ☜ಖࡀࡇࡿࡍཝồࢀࡽࡵ

 ࠋࡍࡲ

Ꮫᰯࠊࡣබᩍ⫱ࢆᢸࠊ࡚ࡋࡢࡶ࠺≉ᐃࡢ⩏ᙇ೫ࠊࡃ࡞ࡇࡿయᛶࡶࢆ

ᨻࡘ❧ሙ❧ࡢᐃ≉ᩍ⫱άືࡢᏛᰯࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲせࡴ⤌ࡾྲྀ⫱ேᶒᩍ࡚ࡗ

㐠ື࣭♫㐠ືࠊࡣ᫂☜༊ูࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ 

ὀព࡞༑ศಖ☜ࡢ୰❧ᛶࠊࡣ㝿ࡿࡃࡘࢆ⏬ᣦᑟィ࡞ලయⓗࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࡇࡢࡇ

 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡶࢆ

の㓄៖こࡿ㛵すーࢩࣂࣛࣉࡸಶேሗ 

Ꮫᰯ࡚࠸࠾ከᵝ࡞Ꮫ⩦άືࢆ㐍ࡃ࠸࡚ࡵ㝿ࠊᵝ࡞ࠎಶேሗ➼᥋ࡀࡇࡿࡍ

ࣛࣉࡢඣ❺⏕ᚐࠊࡵྵࢆࡇࡿㄒ࡚࠸ࡘศ⮬ࠊࡣ࡛⫱ேᶒᩍࠊ≉ࠋࡍࡲࡾ࠶

ࢆ⫱ேᶒᩍࠊࡣᏛ⩦άືࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃከࡶࡇ࠺ᢅࢆෆᐜࡿࢃ㛵࣮ࢩࣂ

ຠᯝⓗ࡛ୖ࠺⾜࡞ࡁពࠊࡀࡍࡲࡕࡶࢆಶேሗ➼ࡿࡆୖࡾྲྀࢆ㝿ࠊࡣᮏே

 ࠋࡍᚲせ࡛ࡀ㓄៖ࡢ࡞ࡿᚓࢆពྠࡢ⪅ಖㆤࡸ

ウ ྛேᶒㄢ㢟ᑐすࡿᕪูࡸ೫ぢのᣦᑟ

㹆㹇ࠊእᅜேࠊேࡿ࠶ࡢ㞀ᐖࠊ⪅㧗㱋ࠊዪᛶࠊࡢேᶒᐖࡢ➼ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ

㹔ឤᰁ⪅࣭ࣥࢭࣥࣁᝈ⪅࣭᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁឤᰁ⪅ྠࠊၥ㢟ࠊ㹊㹅㹀

㹒㹏㸩➼ࡢᕪู➼ࡿࡺࡽ࠶ࠊᕪูࡸ೫ぢᑐࠊ࡚ࡋே㛫ࡢ࡚ࡋᑛཝࢆ㋃ࡌࡳ

 ࠋࡍษ࡛ࡀࡇࡿࡍែᗘ࡛ᣦᑟࡓࡋ↛Ẏ࠺࠸࠸࡞ࡉチࡣⅭ⾜ࡿ

３ Ꮫ⣭ࡿࡅ࠾ேᶒ教育

(1) 教ᖌのேᶒព㆑の高ᥭ

ᩍᖌࠊࡣᣦᑟ⪅࠺࠸ព㆑ࢆಖᣢࠊࡶࡘࡘࡋඣ❺⏕ᚐࡢ┠ࡢ㧗୍ࠊࡕ❧ࡉே୍ே

ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡵດ࠺ࡼࡿࡃࡘࢆ୰࡛ಙ㢗㛵ಀࡿࡍᚰ࡛᥋࠸ 

ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࠊࡽࡀ࡞ࡋ⏕ࢆࡉࡼࡢඹᡂ㛗ࡿࡍጼໃ࡛Ꮫ⣭⤒Ⴀᙜࡇࡿࡓ

 ࠋࡍษ࡛ࡶࡇࡿ㏉ࡾࢆேᶒព㆑ࡢศ⮬ࡀᩍᖌ⮬㌟ࠊࡓࡲࠋࡍษ࡛ࡀ
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䠘参考㈨ᩱ䠚 「教師用 人権意識チェック表（例）」

（「人権教育指導のために (第 39 集)」 富山県教育委員会 令和６年３月）
                              

��学⣭⤒Ⴀに当たっては、個と㞟ᅋとの関係の中で一人一人を支える学⣭࡙くりを

目指すことがồめられます。一人一人の発ゝが大切にされ、ᕪูや೫見、いじめの

ない明るい学⣭をつくることがఱよりも大切です。

の指導・援ຓにおいては、その実ែを的確にᢕᥱし、保��㓄៖を要する児童生徒

護者との㐃ᦠ、教師㛫のඹ㏻⌮ゎを図ることが大切です。

��人権教育を㐍めるに当たっては、᪥ᖖの学⣭⤒Ⴀや教科等の指導を㏻して、人権࢘

ᑛ㔜の精神を身にけさせるとともに、ᮃましい人㛫関係を育ࡴよう指導を実さ

せることが大切です。

ものの管⌮、సࡁ生���学⣭では自他の生や人権をᑛ㔜するどⅬから、教ᐊ環境࢚

ရᥖ♧等をྵࡴ�や生活全体のゝㄒ環境等を整えていくことが大切です。

｢いじめ防止対策᥎㐍法｣�平成 �� 年法律第 �� 号�第１条では、｢いじめが、いじめ

を受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人᱁

のᙧ成に㔜大なᙳ㡪をえるのࡳならࡎ、その生ཪは身体に㔜大な༴㝤を生じさせ

るᜍれがあるものである｣と規定されており、いじめが人権侵害であることを明らか

にしています。

文部科学省の調査において、令和㸲年度のᑠ・中・㧗等学校、≉ู支援学校におけ

るいじめㄆ▱件数は๓年度から約 ��� 件増加し ������� 件でした。令和㸰年度は全

校✀でῶᑡとなりましたが、令和３年度は新ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁὶ行๓の令和元

年度並ࡳとなり、令和㸲年度ではび増加ഴྥとなり㐣ཤ᭱多となりました。令和３

年度にᘬࡁ⥆ࡁ令和㸲年度も新ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁのᙳ㡪が⥆ࡁ、ឤᰁをண防し

ながらの生活となりましたが、部活動や学校行事等の様々な活動がᚎ々に㛤された

ことにより、᥋ゐᶵ会が増加するとともに、いじめ防止対策᥎㐍法におけるいじめの

定⩏やいじめの✚ᴟ的なㄆ▱に対する⌮ゎがᗈがったこと等でいじめのㄆ▱件数が増

加したと考えられます。全ての児童生徒が、一人の人㛫として、生や身体の安全を

⬣かされることなく、ᐙ᪘や人とのゐれྜいを㏻じて自⏤に成長でࡁるように、こ

のၥ㢟に対する⌮ゎと関心を῝めることが必要です。

᭱㏆の｢いじめ｣は、多様化が㐍ࡳ、情ሗ㏻ಙᶵჾの在により、一ᒙ見えにくくな

っており、実ែとして、」数が一人をいじめるഴྥにあることから、｢いじめ｣の㤳ㅛ

者がㄡであるかはっࡁりしておらࡎ、｢いじめ｣を行うഃの児童生徒が⨥のព㆑をឤじ

ていない例が多く存在します。さらに、｢いじめ｣に実際に加ᢸしていなくとも、｢い

じめ｣の行為を面ⓑがって見ていたり、はやしたてたりする｢観衆｣や、それらを見て

見ぬふりをしている｢傍観者｣という児童生徒の㞟ᅋが存在しています。このため、

｢いじめ｣をなくすためには、全ての児童生徒たࡕに対して｢いじめ｣がチされないこと

や、｢いじめ｣の防止の必要性について強くാࡁかけていくことが必要となります。

＜参考資料＞法ົ省ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍より｢子どもの人権をᏲりましࡻう｣

� � � � � いじめの定⩏や対応等は㺂 第㸵❶ 生徒指導 㸰 ��� ��～��3｢いじめ｣࢘ 参↷
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いじめ集団の「４層構造モデル」� �

○いじめられる児童生徒

○いじめる児童生徒

○観 衆…いじめをはやしたてたり、

おもしろがって見ていたり

する児童生徒

○傍観者…見て見ぬふりをしている

児童生徒

子供の人権において、不登校は、子供の教育を受ける権利の保障という面で関係が

あります。

不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状

況に応じた支援が行われることが大切です。また、不登校児童生徒が安心して教育を

十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られる必要があります。（詳細

は 3��～�� に記述）

｢児童虐待の防止等に関する法律｣�平成 �� 年法律第 �� 号�第１条では、｢児童虐待

が児童の人権を著しく侵害｣するものと規定されており、児童虐待が人権侵害である

ことを明らかにしています。児童相談所における児童虐待相談対応件数は増加してお

り、中には死亡にまで至る事案も発生していることから、同法や｢児童福祉法｣�昭和

�� 年法律第 ��� 号�などの関係法令は度々改正され、児童虐待を防止するための対策

が強化されています。

例えば、｢児童福祉法｣の平成 �� 年改正では、第１条が｢全て児童は、児童の権利に

関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、

愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られ

ること、その他の福祉を等しく保障される権利を有する｣と改正されており、児童の

有する権利が明確化されました。また、｢児童福祉法｣や｢児童虐待の防止等に関する

法律｣の令和元年改正では、親権者等が児童のしつけに際して体罰を加えてはならな

いなど、児童の権利擁護に関する内容が盛り込まれました。

教師は児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努

めなければいけません。

児童虐待のほかにも、児童に対する人権侵害は存在します。その一つに、児童売春

や児童ポルノがあり、これらの行為は児童に対する性的搾取や性的虐待に該当します。

これらの行為を取り締まるための法律として、｢児童買春、児童ポルノに係る行為等

の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律｣�平成 �� 年法律第 �� 号�がありま

すが、平成 �� 年改正では、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持・

保管や、盗撮による児童ポルノを製造する行為を処罰する罰則が新設されるなど、児

童の性被害を防止するための措置が強化されています。

＜参考資料＞��

｢人権教育を取り巻く諸情勢について～人権教育の指導方法等の在り方について

>第三次とりまとめ@補足資料～｣

文部科学省学校教育における人権教育調査研究協力者会議� � 令和３年３月

KWWSV���ZZZ�PH[W�JR�MS�EBPHQX�VKLQJL�FKRXVD�VKRWRX�����UHSRUW�KWP

いじめられる
児童生徒

いじめる児童生徒

観衆

傍観者

暗黙の支持

いじめ集団の４層構造モデル

いじめ集団の構造図参考（『いじめ－教室の病い』金子書房

森田洋司・清水賢二著）引用

仲裁者
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